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・フロチャート中の設問 7 で「NO」と回答した
場合、返還金が生じます。 
・返還金の計算を行う際には課税売上割合を求
めるケースがありますが、課税売上割合は、 
「④課税売上高」を「⑦総売上高」で除すことで
求めることができます。 

 ④課税売上高 

 ⑦総売上高 


